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第１４回大阪市雇用施策懇話会議事録  

 

１．日  時    平成２７年３月２３日（月）午後１時～３時  

 

２．場 所   市役所Ｐ１（屋上）会議室  

 

３．委員出席者   （５０音順）  

井尻 雅之（連合大阪副事務局長）  

今 恒男（（株）パーソナルヴィジョン研究所キャリア開発事業部長）  

甲斐 美帆（（株）アクティブ・リード代表取締役）  

酒井 京子（（社福）大阪市障害福祉・スポーツ協会サテライトオフィス平野所長） 

杉田 菜穂（大阪市立大学経済学部准教授）  

冨田 安信（同志社大学社会学部教授）  

鱧谷 貴 （大阪商工会議所人材開発部次長）  

 

４．本市出席者   市民局 ： 梶本理事、平澤ダイバーシティ推進室長、辻雇用・勤労施策課長山藤就

労対策担当課長、姫野雇用・勤労施策課課長代理  

各担当係長、担当者  

 

５．議事概要  

（司会）  

定刻となりましたので、ただ今から大阪市雇用施策懇話会を開催させていただきます。  

私は、本日の司会を務めさせていただきます、市民局ダイバーシティ推進室雇用・勤労施策課課長代

理の姫野です。どうぞよろしくお願いいたします。  

本日は、委員の皆様におかれましては、年度末の大変お忙しい中、本懇話会にご出席を賜り誠にありが

とうございます。本懇話会につきましては、平成２３年度以降開催をしておりませんでしたが、雇用情勢

が変化してきた状況を踏まえて、改めて本市雇用施策に対するご意見などを賜るということを目的として

再開させていただいたところでございます。委員の皆様におかれましては、新たにご就任いただいた方

が多くございますけども、忌憚のないご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。  

それでは、議事に入ります前に、お手元に配布させていただいております資料の確認をさせていただ

きます。  

 

≪資料確認≫  

 

以上が、全ての資料ですけれどもよろしいでしょうか、不備がございましたらお申し出いただきたいと

思います。  

また、本懇話会につきましては公開となっております。本日は傍聴者はございませんが、議事録につ

きましては、お名前を含めてホームページ等で公開することになっておりますので、ご了解をお願いいた
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します。  

それでは開会にあたりまして、市民局梶本理事から一言ごあいさつを申しあげます。  

 

（梶本理事）  

はじめまして、市民局理事の梶本でございます。本日は年度末の大変お忙しい中、大阪市雇用施策

懇話会にご出席を賜り、大変ありがとうございます。また、平素から雇用施策をはじめ、市政の各般にわ

たり、格別のご支援、ご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。  

さて、雇用情勢でございますが、今日、経済情勢の好転を受け、国におきましては完全失業率が３．

５％、有効求人倍率が１倍を超えるという状況で、かなり改善傾向にあると考えております。一方リーマ

ン・ショックを受け、平成２１年から創設されました国の緊急雇用創出基金事業、これにつきましては本市

も活用しておりますけれども、平成２６年度で終了ということになっており、新たに地方創生に係る交付金

が創設されるなど、本市の雇用施策を実施するにあたりましては、環境が大きく変化しているところでご

ざいます。  

こうした中にありましても、大阪の雇用・失業情勢は全国と比べ、１ポイント悪い状況で推移しており、

平成２６年の完全失業率は全国でワースト３位、また非正規雇用率も全国より高い状況となっておりま

す。  

そのため、今後どのような施策、支援策が必要であるかにつきまして、私どもといたしましては非常に

重要な課題であると認識しておりまして、現在種々検討しているところでございます。  

本懇話会におきまして、学識経験者の皆様、あるいは有識者の皆様方からのご意見を賜り、今後の雇

用施策に生かしてまいりたいと考えております。  

委員の皆様におかれましては、本日の懇話会におきまして、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申

しあげまして、開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申しあげま

す。  

 

（司会）  

続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。資料３の委員名簿の順にご紹介をさせてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。  

 

≪委員紹介≫  

 

（司会）  

次に、事務局の本市職員の自己紹介を行います。  

 

≪職員自己紹介≫  

（司会）  

それでは、議事に入らせていただきます。まず初めに議題１としまして、資料２の大阪市雇用施策懇

話会開催要綱第３条の規定に基づきます座長の選出でございますが、あらかじめ事務局のほうで腹案

がございます。お名前を読みあげまして選出に変えたいと思いますが、いかかでしょうか。  
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≪異議なしの声≫ 

 

ありがとうございます。それでは、大阪府地域ジョブカード運営本部の議長も務めておられます同志社

大学教授の冨田委員に座長をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

それでは、以降の進行につきましては、冨田座長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。  

 

（冨田座長）  

前回の平成２３年度の懇話会の委員であったのは、私だけのようですので、今回も引き続き委員並び

に座長を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

本日の懇話会は、先ほどの理事のごあいさつにありましたように、委員の皆様がたの忌憚のないご意

見、ご質問を頂戴したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

開催要綱に基づき、座長が座長代理を指名することとなっております。座長代理を杉田委員にお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。  

それでは議事に入りたいと思います。まず、議題１から５までの報告事項を全て終えた後、質疑応答

や意見交換に移りたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。  

それではまず、議題２、雇用失業情勢等の現状について、事務局より報告をお願いします。なお、以

下の報告は全て着席のままお願いいたします。  

 

（辻課長）  

≪説明 資料４ 「雇用失業情勢の現状」≫  

 

（座長）  

ありがとうございました。次に議題３、大阪市の雇用施策について事務局から報告をお願いいたしま

す。  

 

（辻課長）  

≪説明 資料５ 「大阪市の雇用施策について」  

①大阪産業人材育成戦略及び大阪の成長戦略  

②雇用関連事業一覧  

③緊急雇用創出基金事業≫  

 

（山藤課長）  

≪説明 資料５ 「大阪市の雇用施策について」  

④しごと情報ひろば総合的就労支援事業  

⑤福祉関連事業 Ａ：障がい者就業・生活支援センター  

Ｂ：生活困窮者自立支援制度  

Ｃ：生活保護の就労支援の取り組み≫  
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（座長）  

ありがとうございました。続きまして議題４、「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用し

た事業展開について説明をお願いいたします。  

 

（辻課長）  

≪説明 資料６ 「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業について」≫  

 

（座長）  

ありがとうございました。議題２から４まで一括して事務局より説明をいただきました。  

次に議題５に入りたいと思います。各委員の皆様には、事務局のほうから事前に５分程度ご意見を頂

戴するということで連絡が入っていると思います。委員の皆様の日ごろのお仕事や研究の中で、大阪市

の雇用施策に関連する部分もあろうかと思いますので、委員の皆様方のご意見を頂戴したいと思いま

す。どなたからという訳ではありませんけれども、今回お二人の委員から資料を事前に準備していただ

いておりますので、できましたら、今委員と甲斐委員に、まず、口火を切っていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。  

 

（今委員）  

はい。  

 

（座長）  

じゃあ、今委員からお願いいたします。  

 

（今委員）  

では、私のほうからご報告をさせていただきます。資料のほうは民間における就業支援の現状と課題

ということで、３ページものの内容をご用意させていただきました。  

私のほうは民間の立場からということで、様々な場面に立ち会っておりますので、その中でとりわけ課

題としてピックアップしやすいものを、今回挙げさせていただきました。私のプロフィールは２ページ目の

ところにちょっと記載させていただきました。また、おいおい見ていただきながら、お話しさせていただく内

容とマッチングしていただけたらというふうに思っております。  

まず、民間の就業支援の現状と課題ということで、いろんな切り口が想定できたんですけれども、一つ

は一番今、旬と言いますか、時期的にもタイムリーということで、新規学卒者の状況を少しお伝えしたい

と思っております。現状についてそちらに書かしていただいているものをご覧いただきながら、ちょっと補

足をさせていただこうと思うんですけれども、大分学生さん向けの就職支援というところで、至れり尽くせ

り感と言うんでしょうか、もう何もかもそろっているということが、かなり最近は普通になってきつつあると

思っています。私も実はその中の一人なんですけれども、学校で講座を担当させていただいたり、あるい

は民間で就活サークル、スクールというのも大分増えてまいりましたので、そういったところがビジネス化

されていて何か頼るすべが出来上がっていると、そんな感じがいたします。つまり選ぶことはできるけれ

ども、探すとか考えるとかということが、なかなか機会として減ってしまってはいないかということを感じて
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いるところです。  

同じ新規学卒者でも、高校生に関してはいろんな決まり事がありますので、そちらのほうでなかなか簡

単に動くということはできないですけれども、今年の見立てでいきますと、かなり高校生を採用したいとお

っしゃる企業さんが増えるなという感じがあります。空前の採用難と書かせていただきましたけども、なか

なか高校生が今採れないという状況も想定できるかなと思っております。 

高校生の場合は、特に大学生の求人の状況よりも振れ幅が大きいというのでしょうか、求人の倍率等

見ていましても大きな動きが出てくる気配がありますので、そういった意味で実際のいい状況をうまく結

びつけてあげることが必要かなというふうに思っております。  

課題についてなんですけども、そちらに書かせていただきましたように、テクニックが必須にとあります

が、ちょっとその下によくセミナーで使っているスライドを１枚抜粋させていただいたんですが、最近よく学

生さんから直接聞くコメントをそのまま載せさせていただきまして、こういうことを質問とか、あるいは相談

で受けたりするんですけれども、非常に気軽に活動ができる環境が整っていたりとか、あるいはなかな

かチャレンジっていうことを学生時代に経験する機会が減ってしまったり。コミュニケーションはよく取りあ

げられますけれども、そういったマニュアルとかガイドしてもらうものを頼るっていう傾向も、やっぱり最近

強くなってきたなというふうに思います。  

いい意味で整備されているということになるんですけれども、反対から見ますと、それがなければなか

なか動きづらいという状況も生まれつつあるのかなというふうに思っています。  

それから、高校生、または中学卒業される方も含めて、なかなかルールの壁というのがありますので、

そこを超えて実質的な活動をやってみるということというのは、なかなかまだ少し難しそうかなというとこ

ろも感じるところです。  

一番大きなポイントとしては、就職することによって夢や希望を持てる、そういう場面にまだ余り出くわ

してなくて、ほどほど、まあまあ、それなりに収入もあってというふうな形で社会に出ていかれる方が比較

的多いなと感じるところです。ここが実はキャリア教育の一番肝心な部分かなというふうに思っていまし

て、どうやって先を見させてあげるかということを念頭に置きながら、私自身もいろんな機会で担当させ

ていただいております。  

それから、次のページへ移りまして、既卒者、とりわけ今回のテーマでもあります若年求職者のところ

の現状と課題についても触れておきたいと思いますけれども、現状については、これは、民間というとこ

ろでお話をさせていただきますが、やはり主流はインターネット中心の就職活動になっておりまして、画

面上から得る情報で応募を決めるということで、なかなか実感値というよりも情報の分析の仕方が活動

の中心になっているというふうに感じます。それから、いろんな窓口はあります。民間、それから公共機

関もありますけれども、フラットな立場で相談に乗ってもらえる機関っていうのはなかなかなくて病院で言

うと総合受付、どこで見てもらったらいいでしょうかというふうな、まず、相談できるっていうところがなかな

かないなということで、情報をタイムリーにつかみ取れるということが、ミスマッチにつながってはいない

かなというふうに感じるところもあります。  

具体的に課題としてですけれども、相談に乗ってあげる方も今たくさん増えてまして、資格もあります

けれども、その方の価値観というのが非常に大きく影響するなということも実感値として感じるところもあ

りますし、それから、先ほど申しあげた、まず、相談というところがなかなか見当たらずに、ハローワーク

さん等公共機関に行かれる方もやっぱり多いということなので、公共性の高い立場の役割というのが非
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常に大きいなというふうに感じるところでもあります。  

課題解決というのはこれからなんですが、私なりに学卒者に関しては就職活動を通じて、その期間に

育ててあげるということを念頭に置いたキャリア支援というのが必要かなと。よくバージョンアップと言うん

ですけれども、ずっと自分について調べていたりとか、そういうことばっかりじゃなくて、活動しながら育っ

ていくという、そういうキャリア支援っていうのをやっていきたいなというふうに思っています。  

高校生に関しても同様に、就職指導の枠を超えて、もう少し視野を広げさせてあげる、自分で選んだ

んだというふうな、そういう機会をつくらせてあげることも大事なところかなと思っております。一方既卒

者、若年求職者に関しては、実態をちゃんと理解をして、方向性をガイドしてあげる、そういう役割を担え

る窓口っていうのが必要なのかなというふうに感じるところがあります。どんなところを頼っていくべきな

のかということを教えてあげられる、同時にそこで担当される方々の対応力、個人の価値観とかというこ

とじゃなくて、その方々もやっぱりお手本になったり、あるいはご自身で実際に調べてみるとか確かめて

みるとかという視野を広げる行動力というものを求められるかなというふうに思います。  

もう一つ、採用する側の話ですけれども、よくいい人を採用したいんだけどというご相談をお受けする

んですが、実際に人を採用するということよりも、定着をする、あるいは戦力になってもらえる人をどうや

ったら採用できるかという視点で、採用がゴールじゃなくて、もう少し長期的な採用戦略を練っていただく

実務力強化というところですかね。こういったところが大事かなというふうに思っていますし、当然雇用

率、あるいは失業率というところにもつながってくるところかなと思います。今申しあげたとおり、採用活

動と人材育成が割と別物で考えてらっしゃる企業さんも比較的多いんですが、採用を育成のスタートと捉

えていただきながら、辞めないシナリオというか、そういった採用戦略が組み立てられる専門性を身に付

けていただく、そういうスキルアップの機会なんかも必要ではないかなというふうに思っております。  

最後の３枚目のところに、これもちょっとよく使うスライドを少し抜粋させていただいたんですが、今、最

後にお話をさせていただきました理想的な活動イメージというものなんですけれども、横軸が採用活動の

活動フローとよく言われるものです。なかなか大手さんの場合は違うかも分かりませんが、中小企業さん

を中心に最初から知っているという企業さんはなかなかないので、徐々にその方の関心度、志望度、期

待度、モチベーションといったものを高めていくためのしかけというものをじっくり考えた採用戦略というも

のが必要かなというふうに思っておりまして、その活動を通してその企業のらしさであるとか、あるいは文

化というものを伝えていきながら、ここで働くんだなというものを醸成した、育成につながる採用活動とい

うものが大事かなというふうに考えております。  

これは参考までになんですが、下のほうに活動の役割を理解するということで、説明会編、面接選考

編と書かせていただいたんですが、これは採用担当者の方によくお話しする内容です。説明会は皆さ

ん、ご存じだと思いますけども、学生さんなり、求職者の方なり集まっていただく機会なんですが、ここは

どちらかと言うと説明するという場面ではもちろんあるんですが、本当に自社に選考、進みたいなと思う

方を確保するのが説明会の役割だというふうにご理解をいただきたいということ。それから、面接選考編

のところは、もちろん選考という言葉がついていますので選ぶということが第一なんですが、応募者の方

も選ぶ権利があるので、応募者の方に次回も呼んでほしいなと思ってもらえる面接担当者の方を育成す

るということも、お互いのミスマッチを防ぐという役割ではすごく大事なことかなというふうに思っておりま

すので、こういったところも含めた、求職者側と共に、採用する側の専門性、スキルアップというところも

かなり大事なところではないかなというふうに思っております。  
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私からの報告は以上とさせていただきます。ありがとうございます。  

 

（座長）  

この懇話会は、委員の皆さんの意見交換の場でもありますけれども、担当する職員の方たちの勉強

の場でもありますので、もし何か、委員の方のご発言で気になるとこがあれば、ぜひ事務局からもご質問

お願いします。  

続きまして甲斐さんにお願いいたします。  

 

（甲斐委員）  

はい。それでは、私のほうも一応資料が手元にあるかと思いますので、そちらを参照しながらお聞きい

ただければと思います。甲斐美帆と申します。よろしくお願いいたします。  

私はふだん企業の人事制度や教育、労務管理のコンサルティングを主に行っておりますが、今回私が

日ごろ関わっております中小企業における労務管理の現状と課題についてお話をさせていただきます。  

一つ目としまして、１、現状、抱える問題と出しております。これは、三つ挙げております。若手社員が

育たない、メンタルヘルス不調者がいる、人手不足であるという問題を挙げております。これは会社の規

模に関わらず、大企業であっても若手社員が育たない、メンタルヘルス不調者がいるといった問題は今

どこも抱えている問題だとは思うのですけれども、やはり中小企業の場合、若手社員が育たない、メンタ

ルヘルス不調者がいるといったことが、即人材不足、人手不足という問題につながっていきます。  

そして、この三つの問題の考えられる要因といたしまして、２番に考えられる要因と挙げております。こ

れは管理者側、これには経営者ということももちろん含まれています。そして若手社員側、その他の要因

というふうに分けておりますが、まず管理者側から見ますと、この上司の指導力不足、そして、コミュニケ

ーションスキルの低下というのが原因として考えられます。管理者の方たち、大体４０代後半から６０代ぐ

らいの方になりますが、自分の若いときと、今の若い方々、その物事の捉え方ですとか価値観、また、働

くということに対しての考え方、これが昔と今とは全く違ってきているんですけれども、それをなかなか理

解できない、また、それを踏まえた上での指導をできない、それをしていかないことには今の若い方はつ

いてこないんですが、それができないという方が多いと感じております。また、実際、指導しようと思って

も人手不足で、自分の仕事で精一杯で、若手社員を指導できない、もちろん若手を指導するということ

も、その管理職の仕事の一つになるんですけれども、きちんと若手と向かい合って指導がすることができ

ない、といったことが挙げられるかと思います。  

そして若手社員側は仕事に対する取組姿勢の低下、これは働くということに対して今の若い方々とい

うのは出世しようとか、会社の中でバリバリ仕事をやろうというよりは、違う意味でのワークライフバラン

ス、仕事もプライベートもほどほどに、先ほどもほどほどにというワードが出ましたが、ほどほどにという

傾向が多いように感じます。もちろんやりがいのある仕事をしたい、そう思っている意欲の高い若い方も

いますが、そういう方々というのは往往にして中小企業には就職していないのかなというのが現状のよう

に思っております。  

そして、若手社員側の要因の二つ目、個人の資質です。この個人の資質というのも、先ほどの仕事も

プライベートもほどほどに、ぼちぼちという考え方がある一方で、自分の能力はこんなものじゃないんだ、

もっともっとレベルの高い仕事がしたいんだという表面上はやる気があるようなんですけれども、実際ち
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ょっと実績が伴ってこない、ちょっとミスを起こして、上司のほうが軽く叱責、叱るということをいたします

と、会社を休んでしまう。そして、それで管理者の側が指導方法を変えないとなかなか若い方々というの

はついてこないよということも申し上げましたが、どんなに指導者が若手社員に歩み寄ったとしても、な

かなかこの個人の資質によって対応できないときも多いということも現状になります。  

そして三つ目のメンタルヘルス不調、このメンタルヘルス不調の発生というのも、本当に指導者側、管

理者の側がそこまで言ったら、やっぱり若手の社員の方のやる気はなくすよねというような、そういう言

動であって、真のメンタルヘルス不調者になる方もいるんですけれども、今は新型うつ病と言われます。

少し叱責しただけで会社を休んでしまう。だけれども、仕事をしていないときというのは大変元気であって

不調を訴えず、実際会社に来ると、本当にちょっと不調になってしまう。そういう方々も多くなっているの

が現状かと思います。その他の要因としまして、職場環境が挙げられます。ここにあります働きやすい職

場かどうかということですね。働きやすい職場かどうか、もちろん制度の問題もありますが、案外職場の

雰囲気というものが重要になってきます。職場で朝行っても誰からも何の挨拶もないですとか、何か分か

らないことがあっても、何かみんな忙しそうにしていて聞きにくいとか、また、社長がちょっとうるさくて何

かみんながオープンに話せなくて、小さな声でぼそぼそしゃべっているとか、こういった職場に若者が入

ってきますと、やる気をなくしてしまったり、実際もう居づらくなって辞めてしまうということが起こっていま

す。  

また、二つ目の求職者に対するアピール力のなさ、これは根本的に若手社員が育たないのではなし

に、若手社員が入ってこないということになります。よく経営者の方が、うちはいい子は入ってきませんわ

というようなことを言われるんですけれども、実際じゃあ、会社側は自分たちの会社の良さというのをちゃ

んと相手に、仕事を探している若者にちゃんと伝えていますかということになります。新しい人がずっと入

ってこないんですから、それが引き続き人手不足の問題につながってくるというわけになります。  

そして、三つ目、経営者の人材育成に関する考え方です。この経営者、社長とか経営者が、人という

経営資源をどれだけ重要に思って、それに対して行動しているかどうか、こういった管理者側、若手社員

側、その他の要因というところが今、主に抱えている問題を起こす要因ではないかというふうに考えてお

ります。  

じゃあ、そのために何をすべきか、３、今後の課題（対応策）としまして、私どもがいつもコンサルティン

グで行っている内容になりますが、管理者に対してはそこに挙げておりますような内容、部下育成、スキ

ルの強化、マネジメントの強化、コミュニケーションスキルの強化ということを、研修という形でスキルの

強化を図っています。そして、若手社員に対しては、モチベーションアップ、会社からの期待を認識させる

ということ、案外今の若い方々って素直な方が多いというふうに感じております。なので、目標を持つこと

の重要性とか、あと会社の方針とか社長の考え方というものを若い方々にきっちりと伝えて、そして、会

社であなたたちに対して，うちの会社はこれだけ期待をかけていますよということをきちんと伝えれば、案

外仕事に対しての取組方っていうのも変わってきたりします。そして、そこに面談の機会を持つと挙げて

いますが、定期的な面談はもちろんなんですけれども、何もそんなかしこまった面談じゃなくてもいいん

です。何かちょっとお昼御飯を一緒に食べるとか、絶えず若い方々と接する機会を持つ、こういったこと

をしてくださいねということを推奨しております。  

そして、次に、働きやすい職場環境づくりです。話しやすい現場環境、そして、諸制度の充実、今の若

い方々、権利と義務というものをはっきりと主張されますので、そのためもやはり中小企業、なかなか人
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が足りないということであっても諸制度、いろんな制度を充実していかないといけません。特に初めは就

業規則の見直しからやっていきましょうということをいたしております。そして、求人に関する取組、今、今

委員がおっしゃったようにまさしく採用の実務力の強化ですね。そして、採用戦略を立てる。これ、今、私

もお話をお聞きして、もっともっとこういったところを中小企業さんにコンサルをしていかないといけないか

なと感じました。  

経営者が、いかにこれらの課題に関しまして早くに対応するか、そして、それが会社が存続していく分

かれ目にもなっていく訳なんですけれども、最後のところに書かせていただいております、しかし、のとこ

ろです。昨今では、上記の対応策を進めていっても、解決しにくい問題や、この解決しにくい問題と申しま

すのは、メンタルヘルス不調者、、まさしく本当に不調であるという方は、ちゃんと会社として対応はして

いかないといけないんですけれども、本当に不調かどうか分からない人っていうのも結構中にはいます。

そういう方、休んではしばらくたったら復職する、そして、また休む、また復職するというふうに、そういっ

たことを繰り返し、会社はお給料に関しては傷病手当というもので補充はできるんですけれども、やはり

社会保険料など、そういった面では会社がコスト面でもかかってきますので、そうなってきますと中小企

業はやっぱりしんどくなる。そうすると、就業規則を見直して、そういう休職と復職の繰り返しを防ぐといっ

たことですとか、また時代に伴った新しい問題、これ、改正労働契約法とかの関係で、またパートさんの

雇用期間なんかをどうするか、雇用形態をどうするかといったことなども抱える問題、次から次へと問題

っていうのは出てくるかと思います。人手不足ですので、この対応策に取り組むにも時間はかかるんで

すけれども、この対応策に取り組んでいる間にも新しい問題が起こってくるために、対応策が予防策とな

らずに時後対応となるケースも多いのが現状になります。中小企業にとって、この経営者がいかにこうい

ったことを把握して、そして行動を起こしていくか、それがこれからの会社の今後を左右する鍵になるの

ではないかなということを、ご報告させていただきたいと思います。  

以上で終了いたします。ありがとうございます。  

 

（座長）  

ありがとうございました。今さんと甲斐さんの話は、お仕事の関係で、企業の採用から人材育成を軸に

いろいろお話を伺いました。ありがとうございました。  

式次第の裏面のほうに、各委員の方にこういうテーマでお話ししてくださいというテーマが入っておりま

す。どなたからという訳でもないですが、この順番で行こうと思いますので、井尻さん、酒井さん、杉田さ

ん、鱧谷さんの順番で、お話を伺っていきたいと思います。まず、井尻さんからお願いいたします。よろし

いですか。  

 

（井尻委員）  

はい。それでは、連合大阪の井尻から直近で感じているところを３点ほどお話をさせていただきたいと

思います。  

まず、１点目は直近の取り組みですが春闘の状況です。新聞報道でなされているとおりでございます

が、３月２０日現在、連合全体での集約で、平均賃上げ方式で、ベースアップ部分と賃金体系維持分を

合わせた金額で７，４９７円であり、昨年と同期比で１，００６円の増加になっています。一方で３００人未

満の中小で見ますと、５，７４７円であり、昨年同期比で見ますと１８７円増ということで、中小、非正規ま
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でどこまで広がるかがポイントだと言っていた２０１５春闘ですが、大手が中心になった第一次の回答ゾ

ーンではございますけれども、中小についてはやはり厳しい現状が顕著に現れていると思っています。  

中小に対しての適正な取引が大事だと思っておりまして、これはあるビジネス雑誌にも掲載された内

容ですが、やはり取引先からの値下げ要請というのが、４社に１社。中小が賃上げできない理由として何

が考えられるかと言うと、やはりこういった公正取引が確立できていないという問題がありますので、連

合は価格転嫁拒否、通報ホットラインを設置して、昨年から取り組んでいるところでございます。それと、

先ほど「まち・ひと・しごと創生総合戦略」のお話がありましたけれども、やはり中小企業の活性化なくし

て地域の活性化はないと思っておりまして、この部分について地域の商工会、行政などと連携をして、本

当に地場産業をどうやって活性化させるのかというようなことや若者の雇用施策などについて、連合とし

ては大阪府域の地域単位で地域の活性化フォーラムのようなものを、関係団体と連携を図って開いてい

きたいと思っております。春闘関係は簡単ですが、以上にさせていただきます。  

二つ目が、働き方改革でございます。労働局で１月の下旬に働き方改革推進本部が設置され、長時

間労働の是正をしようという話がございますし、また先ほども事務局から説明がありましたけれども、大

きな課題としては、やはり大阪は非正規労働者の割合が全国よりも高いということでございます。失われ

た１０年、２０年とよく言われますけれども、大雑把に、２０１４年と１９９５年でこの１９年間を比較します

と、正規が５５６万人減少して、非正規が９６９万人に増えているというのが、今の雇用情勢で雇用の質

の実態であります。テーマに少し挙げさせていただきましたけれども、いくら就業者が増えたと言っても非

正規雇用・不安定就労が増えるだけでは、賃金の安定、雇用の安定性は図れませんので、こうした部分

についての取組が必要だと思っています。  

もう一点ですが、長時間労働でございます。今回、ホワイトカラー・エグゼンプションというような残業代

ゼロ法案が国会で審議がなされますけれども、ヨーロッパで１９９３年から施行されていますインターバル

規制ということで、２４時間につき次の就業まで最低１１時間は規制するであるとか、労働時間の上限規

制というようなものがないと、本当に進まないんじゃないかと思っております。中小でも、このインターバ

ル規制に取り組んでいる事例がございまして、お話を聞くと、やはりお客さん対応の中で、「いやいや、う

ちの会社はインターバル規制で対応できませんねん」というような場合もありますけれども、本当にそん

な時はみんな連携し、それなりに対応することを行っているので、まず、こういった仕組みを入れて進め

ていくだけでも大きな成果が出たというような中小企業からの事例報告もあります。私たちとしてはこうし

た取組をもっと周知、徹底し、会社側へも要望をしていかなければならないと思っています。これは仮に

法律が変わったとしても、本当に労働者の命と健康を守る重要な取り組みだと思っていますし、先ほど

からメンタルの問題も出ていましたけれども、やはりこうしたことと大きく関連していると思います。昨年６

月に過労死防止法ができたにもかかわらず、残念ながら違う方向に進んでいるのかなと感じているとこ

ろでございます。  

あと女性の活躍については、今、政府も動き出しており、そのことについては非常に賛成する訳です

けれども、女性関連法案を見ても管理職の数にこだわっているようなところがあって、働いている女性の

約５、６割が非正規だと言われている中で、その視点に対する施策が盛り込まれていなくて、本当に働く

女性の現状に合ってないんじゃないかなと思っております。また、こうしたことと、従来から継続就業とい

うと正社員の方々の継続就業にこだわっていたと思うので、両方を合わせた施策が必要ではないかと思

っています。  
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最後に大きな３点目でございますが、私たちは大阪労働モデルと言って、仮称ですけれども、目標設

定が必要であると考えています。政府もワークライフバランス憲章ということで、２０２０年に向けた具体

的な数値というのを定めていますけれども、例えば年休の取得率であったり、週６０時間以上の雇用者

の割合を半減させるというような目標がありますが、こうした目標に対して、大阪の実態にあった目標数

値みたいなものを定めて、ＰＤＣＡのサイクルを回すというか公労使全体で進捗管理をするような大きな

目標設定を、大阪版として改めて定める必要があるのではないかと思っています。厚生労働省も社員の

働き方、休み方というようなことでポータルサイトを開設されていますけれども、これは、なかなかいいツ

ール・システムですし、現在の実態把握ができるということからすれば活用すればいいと思っており、こう

したものも積極的にアピールしながら、自社の立ち位置を検証しながら取り組んでいくような施策が重要

かだというふうに思っています。  

大きく３点、所感めいたお話ではございますが、以上とさせていただきます。ありがとうございました。  

 

（座長）  

ありがとうございました。では、続きまして、酒井さんからお願いいたします。  

 

（酒井委員）  

私からは、就労支援の現場にいる立場ということで、簡単にご報告をさせていただきます。私もペーパ

ーを用意していないんですけれども、事務局のほうで、先ほど障がい者雇用の状況について、５ページ

に資料をご用意いただいていますので、それをもとにお話をさせていただきたいと思います。  

事務局でご用意いただいているのは平成２６年６月１日の大阪の障がい者雇用状況ですけれども、毎

年６月１日に従業員５０人以上の会社につきましては、労働局に全従業員に対して障がいがある人を何

人雇用しているのかを報告する義務がございます。そこに書かれてありますように、１１年連続でずっと

増え続けているということで、障がい者雇用についてはここ１０年ぐらいで確実に浸透してきております。

全国的に見ても、平成１６年から平成２６年のこの１０年間で、約１６万人、新しく雇用が生まれていると

いうことで、確実に進展してきているのが、まず、一つ目の大きな特徴です。進展してきている要因として

は法律が改正され、障がい者雇用率が、そこにもありますように平成２４年までは１．８％だったのが２．

０％、全従業員の２％は障がいのある人を雇用しなさいという障がい者雇用促進法の改正により数値が

上がったことが一番大きな要因であろうと思われます。２５年からですけれども、大企業のほうでは、もう

それより少し前から準備を始めておられましたので、私どもの事業所でも２４年ぐらいからは求人が増

え、企業のほうからお声がけいただいて、誰かいい人いませんかというような形でお声がけいただく形

で、求人がすごく増えているという感じです。  

もう一つ大きな特徴としては、雇用はすごく進んでいるんですけれど、その中でも特に精神障がいの

ある人の雇用が進んでいます。障がいというのは今、身体障がい者手帳、知的障がい、もう一つが精神

障がい、この大きく三つに手帳としては分かれますけれども、その中でも特に精神障がいのある人の雇

用が、ものすごく割合が増えてきているのが二つ目の大きな特徴として挙げられると思います。平成２６

年６月１日の発表では、昨年ハローワークを通して新規に就職された方の割合は、それまでは身体とか

知的の方が主だったんですが、昨年は割合的には精神障がいのほうがトップになったということで、それ

まではなかなか精神障がいの雇用は進まなかったんですけれども、感覚としてはここ２、３年、やはりす
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ごく企業側が雇用するということが増えてきているというふうに実感として持っています。  

ただ、先ほど甲斐委員のご報告の中にも、職場の雰囲気づくりがすごく大事ということをお話されてい

ましたけども、やはり精神障がいのある人が働くとなった時に、いかに安心して働く環境を企業側が用意

できるかということがすごく大きいと思います。メンタルヘルスにもつながりますけれども、その一方で課

題としては、今、障がい者雇用すごく進んでいると言いましたけれども、それはどちらかというと都市部の

話で、東京、大阪なんかはものすごく求人が多いんですが、地方に行くとそうでもないというのがあって、

需給のバランスでは求人はたくさん出ているけれども、求人に対応する、送り出し側の就労準備が整っ

た人を送り出す側の準備がなかなか間に合っていないという状況もあります。  

一方では先ほど法律が改正されてすごく進みましたと申しあげましたが、法令遵守という観点で企業

のほうもきっちりと法律は守りましょうという思いが浸透されていることとか、ハローワークの行政指導も

結構こまめにされているというのもありますので、２％の数値をきっちりと守ろうという企業側の姿勢があ

ると思います。ただ、やはりそれは数字だけというか、形だけで受け入れ態勢が整わないとか、あるいは

雇用環境、雇用管理の態勢が整わないけれども、とりあえず数字上は雇おうというような会社が東京と

か大阪にも多くなってきているのかなと思いますので、やっぱり受け入れた以上、一人の戦力になる社

員としてどう育てていくかという、先ほど人材育成のお話にもありましたけれども、法律があるから雇うと

いうことではなくて、やはり障がい者である前に一人の社員、社会人、労働者としてどのように受け入れ

て、労働環境を整えるかというところはすごく大きな課題であると思っています。その点については、大阪

府のほうも雇用促進センターをつくられて、大阪市内も含めて環境整備をお手伝いするようなことも全国

の中でも比較的熱心にされているかなと思っています。  

あともう一点として、送り出す側、私たちのように就労支援をしていて、送り出す側として、たくさんの求

人がある中できっちりと働く準備を整えて送り出という責務が我々にもあるんですけれども、今、私は社

会福祉法人に所属しておりますけれども、この就労支援をする、特に障がい者就労支援の現場でも、か

なり民間の営利法人の参入が著しい状況になってきており、送り出す側のモラルであったりサービスの

質ということも問われています。大阪市でも今年度から送り出す側の就労支援、機関に対する研修等も

福祉局のほうでは始められていますので、きっちりと準備を整え、仕事をできる状態に準備を整えて送り

出す。迎え入れる側も障がいがあるからと言って特別扱いではなく、きちんとした配慮を整えて、受け入

れ態勢をきっちり整えて、雇用管理も適切な雇用管理の環境を整えて、障がいがあるから働けない人と

いうことではなく、きっちりと戦力になる人材として雇用していただいて、会社に役に立って、本人も自分

があてにされているんだなという実感を持つというところがすごく大事かなと思います。恐らく働くとは誰

でも、生活の糧を得るために働くんですけれども、社会的な排除の機会にたくさん遭遇してきた方たちと

いうのは、やはり自分が働くことを通して社会の中での役割を果たしているという実感を伴うことも合わ

せて、すごく大事かなと思いますので、そういう雇用できる環境をどうやって整えていくかというのが、こ

れから障がい者雇用が２．０％からまだ数字が今後も上がると言われている中で、すごく一番大切なこと

だと思っております。  

以上です。  

 

（座長）  

ありがとうございました。井尻さんから中小企業の活性化の面と、それから、働き方の改革、労働時間
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の面でご意見を伺いましたし、酒井さんからは障がい者雇用という視点でいろいろお話を伺いました。  

続きまして、杉田さんからお願いいたします。  

 

（杉田委員）  

はい。私からはタイトルは雇用施策における現状と課題、副題として市町村の役割についてと書かせ

ていただきましたので、その辺り、少しお話しさせていただこうと思います。私も資料を準備しておりませ

んので、あえて申しますと、事務局からいただいている資料の５の⑤のＢ以降と関連するところのお話を

させていただきます。  

少し遡っての話になりますけども、基礎自治体、市町村も雇用対策への関わりが求められるようにな

ったという、雇用労働行政の一つの転機というのは２０００年の雇用対策法の改正でございました。今年

は２０１５年ということですので、基礎自治体による地域雇用政策、１５年という段階に来ているということ

になります。ですので、この時点でぜひ、これまでの事例の検討、あるいは調査による１５年の総括とい

うのをお願いしたいということを、まず申し上げたいと思います。１５年の経過を踏まえた上で、この間の

経験であったりノウハウの蓄積を生かして、次の５年、１０年、１５年を考えていくという視点が重要かなと

いうふうに私は考えております。  

例を挙げて申し上げますと、この間全国平均から見た失業率の高さや、生活保護率の高さ、ホームレス

問題といった大阪の特徴的な問題についての取組というのが、結構積極的になされてきていると思いま

す。先ほど事務局からのご説明にもございましたが、４月から、生活困窮者自立支援制度の開始を控え

ております。この法律の対象となります生活困窮者も含みます就職困難者と言われます方々、雇用、就

労を妨げる様々な阻害要因によって就労が実現できず、就労に向けた支援が必要な方こそ、基礎自治

体の雇用労働行政の重要な対象であると思います。既に全国的な実施に向けて、先ほどもご説明の中

にあったかと思いますが、先駆けてのモデル事業というのが大阪市でも動いております。先ほど振り返り

をと言いましたが、そういったことがどのように動いているかという振り返りも国レベル、府レベルとは別

に大阪市レベルで是非取り組んでいただけたらなと思います。生活困窮者、就労困難者の就労支援に

は職業紹介だけでなく、職業指導、就労支援、あるいは勤労観への働きかけといったところに重点を置

いた支援というのが鍵になってまいります。これは企業の雇用管理でいういわゆる人材育成、人材マネ

ージメントといった視点等重なってくるものだと思いますが、やはり相談、助言に時間を割く姿勢というの

はこれまでも一定の効果は上げてきていると思いますし、非常に大事であるというふうに考えておりま

す。その意味では、今日お配りいただいた資料の６、地方への多様な支援と「切れ目」のない施策と書か

れておりますが、やはりこの視点は非常によいものではないかと思います。その上で、今後、事業をより

効果的にするためにどうすればよいのかというところなんですけれども、経済的な問題で困っている、あ

るいは長期間の失業状態にあるといった方への就労支援には福祉、あるいは教育行政と雇用労働行政

のなお一層の連携強化というのをぜひお願いしたいと思います。  

この際、大事な視点としては、先ほども少し触れたんですけれども、働くことは経済的な安定のためだ

けではなくて、社会人としての責任を自覚し、充実した人生を送る上で重要な意味を持っているという視

点です。これが大事だと思います。すなわち就労支援は社会参画の支援でもあるという、この視点をぜ

ひ住民にとってもっとも身近な政府である基礎自治体の就労支援事業において重視していただきたいと

いうように考えます。もちろん財政的な制限があるわけでして、その中で、民間の有料職業紹介事業や、
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国のハローワークとの競合、重複を避けながら、企業、あるいは経済団体との連携、また、福祉や教育、

子育て支援などに取り組む住民団体との連携、また教育機関との連携による地域雇用政策の推進体

制、プラットホームづくりに取り組んでいただくことで、行政の限界に挑むというような少し戦略的な姿勢

というのも取り入れていっていただければというふうに思います。  

私からは少し簡単ですが、ここまでにさせていただきます。  

 

（座長）  

はい、ありがとうございました。それでは最後になりましたが鱧谷さんからお願いします。  

 

（鱧谷委員）  

私も資料がございませんので申し訳ないんですけれども、主に３点ほど申し上げたいと思います。  

大阪商工会議所では平成２０年度から厚生労働省の委託事業といたしまして、ジョブカード事業に取

り組んでおります。その運営本部に、本日座長にご指名されました冨田先生が議長にご就任されておら

れます。大阪商工会議所の役割と申しますのは、正社員経験の少ない方を、もう少し具体的に申します

と、過去５年間、おおむね３年以上正社員経験の少ない方を企業内で３カ月から６カ月間、有期雇用い

ただきまして、この期間にＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴを組み合わせた訓練をしていただく。その訓練結果を見て、

企業と求職者、双方の意思が一致すれば、訓練終了後、正規採用していただくというものでございます。

私どもはこの制度を活用する大阪市内、あるいは府内の企業開拓をしています。また、この制度を活用

いただいた企業には国から助成金が出ますので、その助成金支給の要件にマッチするように、例えば訓

練カリキュラムですとか、あるいは訓練終了した後の訓練生を評価する評価項目の作成を企業でしてい

ただくのですが、これらの作成について企業を支援する専門の訓練コーディネーターを現在４人配置して

いるところでございます。この制度は助成率ですとか、細かい制度の内容変更とかいろいろありました

が、現在、１年間に２２０から２５０社ぐらいご活用いただいているということでございます。訓練が終了し

た後、その活用いただいた企業に対しまして、その訓練生が訓練終了３カ月後、継続就業しているかど

うかアンケート調査を実施しています。その結果、継続して３カ月以降も正社員として働いているという、

いわゆる正社員採用率というのが、大阪府内では、大体７２％から７５％で推移しております。  

この制度は全国１１０カ所の会議所で実施しておるんですけれども、全国平均では大体８割でござい

ますので、若干大阪では正社員採用率は低いということでございます。私どもはこういった制度を、大阪

府内の企業に周知し、活用を推進していくべく引き続き努力をしていきたいと思っております。  

二つ目でございますが、ご承知のとおり2016年3月の大学卒業生から、いわゆる就活のスケジュー

ル、企業訪問解禁日が１２月から３月に後ろ倒しなったということで、大手企業は８月ぐらいに内定を出

すだろうと言われておりますけども、このルールの変更で、中小企業採用スケジュールに影響が出るん

じゃないかなと思っております。今まででしたら大手企業が大体５月の連休明けぐらいに内定を出されて

一旦終了される。その後、引き続いて中堅、中小企業の採用活動がピークを迎えるというスケジュール

感だったのが、今回のスケジュール変更により、中小企業にとっては、日程的に非常にタイトになってく

るというんですか、そういうことを危惧されておりまして、実際に中小企業からもそういったお声を聞いて

います。改正初年度でございますので、私どもは一段落したぐらいに企業に対して、今年度の就活にど

ういった影響があったのかというのを調査していく必要があると考えております。  
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それから、三つ目でございます。先ほど連合の井尻さんからもお話しにもございましたように、大商で

は、今年度から大阪府さんや大阪市さんとも連携し、女性の採用支援と活躍推進というテーマで取り組

んでおります。今年度は、初年度ということがございまして、７月に女性の活躍推進によって、既に経営

革新に成果を挙げている中小企業、大企業の経営者の方に講演とパネルディスカッションをしていただ

くフォーラムを実施しました。その後、大阪の大企業、中堅・中小企業１５社の経営者の方、あるいは人

事担当者をメンバーとする研究会という形で各社の取組状況ですとか、課題、こういったやり方が、今後

女性の活躍推進に企業として推進できるんじゃないかというような議論をしていただきました。その結

果、それを事例集として冊子に取りまとめまして、各企業や行政等関係機関にもお届けしています。平澤

室長には大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。  

大阪商工会議所としては、以上、取り組んでいる内容でございます。 

 

（冨田座長）  

ありがとうございます。杉田さんのほうからは、基礎自治体の雇用施策に関してということで、１５年間

の振り返りが必要じゃないかということと、就職困難者に関する支援に関してお話をいただきました。鱧

谷さんのほうからは、ジョブカードを含めた若年の雇用に関する施策と、女性の活躍に関する施策に関

してご紹介をいただきました。  

予定している終了時間が３時ですので、さほど時間は残っておりませんけれども、事務局からの大阪

市の雇用施策に関する説明、それから、各委員の皆様からいただいたご意見に関連して、何かご意見、

ご質問がありましたら、あとの時間は自由にお願いしたいと思いますので、どなたからでも結構ですので

よろしく願いいたします。  

 

（梶本理事）  

この間、大阪市もいろんな事業を行っているところですが、端的に言いますと、この３ページの資料、こ

の失業情勢の現状でございまして、これが全てを表していると思います。私も何度か企業マッチングなり

様々な求職者の方が活動しているところにも立ち合いをさせていただきましたが、やはり事務を求職され

る方、事務を希望される方は非常に多い実態でした。一方で別のコーナーがございまして、介護関連と

か、サービス関連、あるいは販売関係、このあたりの求人数は逆に多いという中で、有効求人倍率が１

とか１．３、１．５という倍率にはなっていますけれども、ここのミスマッチと言いますか、そのマッチングが

どうしてもうまくいかないというのを感じています。こうした中で、どのように改善したらよいのか、どういう

手法があるかいうことについてご示唆いただいたらありがたいと考えております。  

 

（座長）  

いかがでしょうか。  

 

（今委員）  

私のほうから、回答になるかどうか分かりませんが、ちょっと実感しているところもあるので。  

一つは、求職者側の立場に立ったときに、得られる情報というのが比較的持ち情報が多くなると、それを

もとに選んでいく作業になっていく訳なんですけれども、そうすると、例えば待遇面とかそういったところで
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差別化されてしまう。先ほどおっしゃった業種というと、なかなか仕事内容も厳しいものがあったりとか、

比較的給与面のところに関してもなかなか高いという水準にはいきにくかったりということがあって、早い

段階で避けられてしまうということは一つ考えられると思います。  

もう一つは、これは今、実は若年者の求職者の方のセミナーとか、それから学生さんにもお話ししてい

るんですけれども、職種という概念を取っ払うっていうことも求職者側にも必要だと思っています。職種が

いわゆる企業さんが募集される、求人される企業さんが割り当てているという言い方が適切かどうか分

かりませんけれども、こうしたことと、本質的な仕事内容っていうのが必ずしもやはり一致していないこと

がある訳ですね。だから、もう少し仕事の内容を、求職者側も知る機会が必要だろうし、実際に自分が思

っていたのと違いましたというケースも、例えば事務という仕事でも実際あるわけですけども、事務につ

いては人と話したくないのでとか、話すのが苦手なので事務にしますとかいう話もよく聞くんですけども、

それ意外と逆で、人とちゃんとコミュニケーションをとらないと成り立たなかったりする場面もある訳なの

で、どういう仕事のことをこう呼んでいるのかっていうことを、求職している段階で知るっていう機会がや

っぱり必要なんじゃないかなというふうには感じます。仕事内容を実際に味わうということがなかなかな

く、求人も検索して調べたりする機会が多いので、それをもう少し知るすべというか、そういうものを整備

していく必要があるのかなというふうに思うことが多いです。  

ご参考になるか分かりませんが。 

  

（座長）  

他にいかがでしょうか。  

 

（辻課長）  

先ほどの鱧谷委員の１点目のジョブカード運営本部で、正社員経験少ない人を派遣してＯＦＦ‐ＪＴ、Ｏ

ＪＴを企業にお願いして実施する事業について、これまで何年か続けておられるとお聞きしましたが、そ

の仕組と、財源についてお聞きしたいのですが。  

 

（鱧谷委員）  

３カ月から最長６カ月、企業は訓練生を有期雇用する訳ですけれども、訓練生の募集手段はハローワ

ークが主になるんですが、それ以外でも、例えば民間の職業紹介会社とかいうのも活用できますので、

そういった意味で広く訓練生を募集できます。そして、有期雇用ですので、当然賃金の支払というのが訓

練期間中発生いたします。企業にとっては発生した賃金に対して国から助成金を受ける制度でございま

すので、求職者には訓練中も賃金が支払われるということです。この制度が平成２０年に始まったとき

は、いわゆるフリーター等非正規雇用の方々を正規採用に結びつけるという意味合いがあったんです

が、新たに訓練生を募集する方式だけではなくて、社内の非正規の方を訓練して正社員として改めて雇

用することも可能でございますので、現在では、その比率が非常に高まっているということでございま

す。ですから、外部からはそういった求職者を３カ月から６カ月訓練するということについては、正規採用

後のミスマッチが少なくなるという利点と、それと、社内でおられる非正規の方を正社員として登用する

際にも、訓練できますので、正社員化の推進に寄与している制度ということができるかと思います。  
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（座長）  

他にいかがでしょうか。  

私もよろしいですか。事務局の報告、それから、委員の方たちの話を聞きまして、高齢者の話が全く出

てきません。高齢者雇用に関しては、ある程度方向性が見えてきて余り議論になってないのか、その辺

りいかがでしょうか。企業と接してられている委員の方いかがですか。  

 

（今委員）  

じゃあ、私のほうから。 

実は明日ですが、別の事業で、シニアの方の就職支援をしていくためのセミナーというのを担当するこ

とになっておりまして、いわゆるシニアの方に多い就職先以外で就職先を見つけていただこうという事業

の一環で、その方々にコミュニケーションの力であるとか、あるいはマナー面とかですね、そういったもの

をもう一度振り返り、整えていただいて活動していくという機会をいただいていますが、実際には、今、困

っておりまして、何を一番求めていらっしゃるのかなというが、私自身も頻繁に接する機会がある訳では

ないので、実はきょうもこの後、時間までじっくり考えてみようと思っています。一つは単に雇用ということ

だけではなくて、もう少し生き方とか、それから付き合い方とか、あるいは生かせるものをもう少し見詰め

直すとかいうことを、ちょっとじっくり考えていただく場っていうのが必要なのかなというふうに思っていま

す。単純に求人と条件が合うからっていう就職ではなくて、もっと生かせる場っていうのを求人する側もじ

っくり考えていただきたいですし、同時に求職される高齢者の方々もしっかりと振り返りもしていただい

て、それこそミスマッチとかいうレベルをもう少し高いレベルで防ぐ生かし方と言うんですかね。例えば頼

りになるとか、心強いとか、何かそういう場の提供っていうのができないかなというのを、ちょうど今考え

ておりまして、明日ありますので、また次回の機会とかにちょっとご参考になるようなお話ができたらなと

いうふうに思っております。  

 

（座長）  

ありがとうございます。今まで議論に出た視点以外の何かお気づきの点がありましたら、またご発言い

ただければと思いますけど、いかがでしょうか。  

 

（平澤室長）  

大阪市のほうで、今、若者、女性に対して就職支援ということを進めていますけれども、若者も女性も

いずれも非正規率が非常に高いという中で、やはり正規を希望されながら非正規になってしまっている

方が多いのかなというふうに思うんですが、今後若者なり女性なりが正規雇用を目指していくにあたっ

て、自治体としてどのような面をサポートしていくことが一番効果があるのかというのを今一番悩んでい

るところでございまして、その辺り何か参考になるようなお話などございましたら教えていただければと思

います。  

 

（座長）  

いかがでしょうか。  

 



18 

 

（甲斐委員）  

私のほうから。企業側のほうからしまして、アドバイスには本当は全くならないんですけれども、やはり

正規社員ということに足踏みをされている企業さんというのは、やはりコスト面というのが大きいのかなと

いうのが考えられます。やはりお給料面、また、社会保険料面、一人雇うとなりますと、正規雇用となりま

すと、最低１０００万ぐらいは人件費はかかってくるかと思いますので、そういったところで実際足踏みを

されている企業さんも多いと思います。そのためには自分のところの会社の利益を上げないといけな

い、利益を上げるためには人を育成して、その人が利益をもたらさないといけないんですけれども、そこ

がうまく回っている中小企業と、そうでない企業がやはり先ほども申し上げたように、経営者の考え方

で、人とか物とか金というものをどういうふうに動かしていくかという、そこがすごく左右されてくると思い

ます。ですので、いかにして女性を正規雇用するかというのは、非常にコスト面っていうのが結構大きな

問題だと思いますので、なかなかそこを市としてどういうふうにアドバイスと言うか、助けていけばいいの

かというのはちょっと難しいところもあるかと思うんですが、その原因が一つに考えられると思います。  

また、確かに、仕事をしている女性、また、していない女性とも接する機会というものは多いんですけ

れども、本当に正規正社員として働きたいという女性がいて、でも、正社員になれないという一方、いや、

私は正社員じゃなくてもいいんだ、働きたいけれども何か社会とつながっていたいけれども、正社員にな

らなくてもいいんだという考え方と、やはりご家庭の事情などで正社員としての労働時間と言いますか、

そこまではちょっとできないという方、両方ともいらっしゃるので、必ず正社員として働きたくて働けない状

況でもないのではないか、そこもやはり二極化、二分化している状況なのかなというふうには思っており

ます。  

済みません、何もアドバイスにはなりませんが。  

 

（座長）  

ハローワークの求人倍率のデータを私たち、よく見ますけれども、正社員の求人倍率のデータがとれ

るのであれば、そういうデータを常に見ながら政策を立てることも大事だと思いますので、そうしたデータ

も見ていただければと思います。  

 

（杉田委員）  

私も一言よろしいでしょうか。非正規から正規へ移行したいという人、あるいはしばらく労働市場から

何らかの事情で外れていたけどまた戻りたいというような方々、同じような境遇に、同じような不安を持っ

ている方々を集めて、それぞれが体験を共有できるような集まり、これも効果的かなと思います。これは

どこからアイデアがあるかと申しますと、子育てに関連して、一旦出産をして育休中、あるいはその後ど

うしようかということを考えているお母さん方を、それぞれ何カ月のお子さんを持っているという同じ境遇

の方を集めて、皆さんで情報交換をすることで効果を上げているという事例を見たことがございまして、

同じような形でそういった支援というよりは場の提供ですよね、こういったものも効果的ではないかなとい

うように思ったりいたします。  

 

（座長）  

ありがとうございます。  
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他に、その他の点でも結構です。委員の皆様からご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。  

それでは事務局からの説明と、委員の皆様方のご意見を踏まえまして、事務局のほうで政策に反映し

ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、時間もまいりましたので、本日の議事を終了したいと思います。あとの進行は事務局のほう

でよろしくお願いいたします。  

 

（司会）  

冨田座長をはじめ、各委員の皆様方につきましては、長時間にわたり大変ありがとうございました。本

日、賜りましたご意見を踏まえまして、今後の施策、事業に反映させてまいりたいと考えております。  

また、新たな交付金事業の検証や、地方版総合戦略の指標などにつきましても、今後ともご協力をよ

ろしくお願いしたいと思います。  

なお、次回の開催につきましては、交付金の全体スケジュールなどを見極めた上で、新年度にあらた

めまして調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、これで終了いたします。本日はどうもありがとうございました。 


